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答

弁

第

三

号 

   

衆
議
院
議
員
青
山
丘
君
提
出
在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
協
定
再
協
議
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
一
六
第
三
号 

平
成
元
年
十
月
二
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
田 

村 
 

元 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

海 

部 

俊 

樹 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
青
山
丘
君
提
出
在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
協
定
再
協
議
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答 

弁
書 

一
に
つ
い
て 

我
が
国
は
、
在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
を
始
め
社
会
生
活
の
各
般
に
お
け
る
待
遇
の
安
定
に
つ
い
て
は
、
歴

史
的
経
緯
及
び
日
韓
友
好
関
係
を
踏
ま
え
、
従
来
か
ら
可
能
な
限
り
配
慮
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

日
本
国
に
居
住
す
る
大
韓
民
国
国
民
の
法
的
地
位
及
び
待
遇
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

(

昭
和
四
十
年
条
約
第
二
十
八
号)

第
一
条
の
規
定
に
従
い
我
が
国
で
の
永
住
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
の
直
系
卑

属
と
し
て
我
が
国
で
出
生
し
た
韓
国
国
民
の
我
が
国
に
お
け
る
居
住
に
つ
い
て
は
、
同
協
定
第
二
条
に
基
づ
き

日
韓
両
国
政
府
間
で
こ
れ
ま
で
二
回
正
式
協
議
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
同
協
定
の
前
文
に

示
さ
れ
て
い
る
精
神
及
び
目
的
を
十
分
に
尊
重
し
つ
つ
、
今
後
の
両
国
政
府
間
の
協
議
を
通
じ
て
双
方
の
満
足 



二
に
つ
い
て 

公
権
力
の
行
使
又
は
公
の
意
思
の
形
成
へ
の
参
画
に
携
わ
る
地
方
公
務
員
で
あ
る
か
ど
う
か
及
び
こ
の
よ
う

な
地
方
公
務
員
以
外
の
地
方
公
務
員
に
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
を
任
用
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
の
実
情
に
応
じ
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え 

 

る
。 

し
得
る
結
論
を
見
い
だ
す
べ
く
努
力
す
る
所
存
で
あ
る
。 

政
府
は
、
従
来
か
ら
、
公
務
員
に
関
す
る
当
然
の
法
理
と
し
て
公
権
力
の
行
使
又
は
公
の
意
思
の
形
成
へ
の

参
画
に
携
わ
る
公
務
員
と
な
る
た
め
に
は
日
本
国
籍
を
必
要
と
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
公
務
員
と
な
る
た
め
に

は
必
ず
し
も
日
本
国
籍
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
公
務
員
の
み
な
ら
ず
、

地
方
公
務
員
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
企
業
へ
の
就
職
に
当
た
っ
て
は
、
従
来
か
ら
在
日
韓
国
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、 

四 

 



三
に
つ
い
て 

外
国
人
登
録
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
五
号)

は
、
本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
の
登
録
を
実
施
す
る

こ
と
に
よ
り
、
外
国
人
の
居
住
・
身
分
関
係
を
明
確
に
し
、
在
留
外
国
人
の
公
正
な
管
理
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
指
紋
押
な
つ
制
度
は
、
指
紋
が
人
物
の
同
一
人
性
を
確
認
す
る
上
で
最
も
有
効
な
手

段
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
同
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
登
録
の
正
確
性
を
維
持
す
る
と
と
も
に

登
録
証
明
書
の
不
正
使
用
や
偽
造
を
防
止
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
在
留
す
る
外
国
人
に
登
録

証
明
書
の
常
時
携
帯
及
び
提
示
義
務
を
課
し
て
い
る
の
は
、
当
該
外
国
人
が
適
法
な
在
留
者
で
あ
る
か
ど
う 

か
、
許
容
さ
れ
た
活
動
を
逸
脱
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
現
場
に
お
い
て
即
時
的
に
確
認
す
る
手
段
を
確
保
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。 

応
募
者
本
人
の
適
性
及
び
能
力
を
中
心
に
採
用
選
考
を
行
う
よ
う
事
業
主
へ
の
指
導
・
啓
発
に
努
め
て
き
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
そ
の
徹
底
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

五 

 



 

六 

在
日
韓
国
人
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
と
は
い
え
外
国
籍
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な

く
、
一
部
外
国
人
に
つ
い
て
指
紋
押
な
つ
制
度
及
び
登
録
証
明
書
の
常
時
携
帯
・
提
示
義
務
を
廃
止
す
る
こ
と

は
、
結
局
、
制
度
の
趣
旨
を
没
却
す
る
こ
と
と
な
り
相
当
で
な
い
。 

な
お
、
外
国
人
登
録
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
二
号)

に
よ
り
、
昭
和
六
十
二

年
に
、
在
留
外
国
人
の
心
情
を
考
慮
し
、
指
紋
押
な
つ
を
原
則
一
回
限
り
に
改
め
る
と
と
も
に
、
携
帯
上
の
利

便
を
図
る
た
め
登
録
証
明
書
を
カ
ー
ド
型
の
も
の
に
改
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
改
正
法
案
の
国
会
審
議
に

際
し
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
の
各
法
務
委
員
会
に
お
い
て
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
た
経
緯
に
か
ん
が
み
、
御
指
摘

の
制
度
を
含
め
外
国
人
登
録
制
度
の
在
り
方
に
つ
き
、
今
後
と
も
引
き
続
き
研
究
・
検
討
す
る
所
存
で
あ 

 

る
。 




